
様式第二号の八 (第人条の四の五関係 )
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産業廃棄物処理計画書

6年  6月  6日

大分県知事 広瀬 勝貞 殿

提出者

住 所    大分市青崎二丁目3番4号

氏 名   代鮒 拭凍含指司
(法人にあつては、名称及び代表者の氏名 )

電話番号 097-521-1150

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他その

処理に関する計画を作成したので、提出します。

-6161-6

後藤建設株式会社事 業 場 の 名 称

大分市青崎二丁目3番4号事 業 場 の 所 在 地

令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日計 画 期 間

当該事業場において現に行つている事業に関する事項

建設業 06総合工事業

37名

別表 1

① 事 業 の 種 類

元請完成工事高(令和 4年度)¥1,390,271,000-② 事 業 の 規 模

③ 従 業 員 数

の
程勒嚇

廃
処騨
一連の
④



(日 本工業規格 A列 4番 )

2面 )

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

産業廃棄物のりF出の抑制に関する事項

【前年度 (令和 5年度)実績】

産 業 廃 棄 物 の 種 類 別表2

りF    出 里 t t

①現状 (これまでに実施 した取組 )

*現場へ持ち込む資材等が過剰にならないようにしている。

* 工場加工の機会を増やし、現場で組み立てるだけにする。

【目標】

産 業 廃 棄 物 の 種 類 別表2

り,    出 塁 t t

②計画 (今後実施する予定の取組 )

* 資材、消耗品等の使用量の適正化を図る。

* 廃棄物の排出状況を社員全員で認識し点セミナーや国等の
HPで情報収集を行い、排出抑制に努める。

(分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組 )

種類 :金属くず ガラス等 んヾれき 木くず 廃プラ

取組 :廃棄物の発生時になるべくその場で分別、集積を行うようにしている。

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組 )

種類 :金属くず ガラス等 がれき 木くず 廃プラ

取組 :他の廃棄物混入をさける為、分別・保管。回収BOXをなるべく細分化し集積する。

①現状

②計画

産業廃棄物の分別に関する事項



3面 )

自ら行 う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度 (令和 5年度)実績】

産 業 廃 棄 物 の 種 類

自 ら再 生利 用 を行 つた
t t

産 業 廃 棄 物 の

①現状 (これまでに実施した取組 )

該当なし

【目標】

産 業 廃 棄 物 の 種 類

自 ら再 生 利 用 を行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

t t

②計画 (今後実施する予定の取組 )

該当なし

自ら行 う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度 (令和 5年度)実績】

産 業 廃 棄 物 の 種 類

自 ら熱 回 収 を行 っ た

産 業 廃 棄 物 の 量
t t

自 ら中間処理 に よ り減 量 した
t t

①現状 産 業 廃 棄 物 の

(これまでに実施した取組 )

該当なし

【目標】

産 業 廃 棄 物 の 種 類

自 ら 熱 回 収 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中間処理により減量す る
t t

産 業 廃 棄 物 の②計画

(今後実施する予定の取組 )

該当なし



(第 4

自ら行 う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 (令和 5年度)実績】

産 業 廃 棄 物 の 種 類

自 ら 埋 処 分 又 は

海 洋 投 入 処 分 を行 つ た

産 業 廃 棄 物 の 量

t t

①現状
(これまでに実施した取組 )

該当なし

【目標】

産 業 廃 棄 物 の 種 類

海 洋 投 入 処 分 を 行 う t t

の

②計画 (今後実施する予定の取組 )

該当なし

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (令和 5年度)実績】

産 業 廃 棄 物 の 種 類 別表2

全 処 理 委 託 量 1802 t t

良認定処理業者への 5 t t
処 理 委 託

再 生利用 業者 へ の

処 理 委 託 量
1788 t t

①現状 認定熱回収業者への

処 理 委 託  量 t t

熱

処

定熱回収業者以外の

回収を行 う業者への

理  委  託  量
t t

(これまでに実施 した取組 )

* 優良産廃処理業に委託するように心掛けている。
* 建設混合廃棄物の減量化に取り組んでいる。
* どうしても埋立処分しなければならない廃棄物は破砕して容積を減らして
排出するようにしている。

* 電子マニフエストの活用。



5面 )

【目標】

別表2産 業 廃 棄 物 の 種 類

t568 t

t345 t

223 t t

tt

t

全 処 理 委 託 量

t

* 運搬業者や処分業者に電子マニフェストヘの加入をお願いし、
電子マニフェストの稼働率を高めるようにする。

*最終処分業者ではなく再生利用 日熱回収できる中間処理業者に委託する。
* 建設混合廃棄物の減量化。
* 委託処理業者の現地確認を実施する。

(今後実施する予定の取組 )
②計画

※事務処理欄



コンクリート破片

④産業廃棄物の一連の処理の工程

産業廃棄物の種類

業者委託

処理方法

安定型最終処分

(埋立 )

安定型最終処分

(埋立 )

安定型最終処分

(埋立 )

定型最終処分

(埋立 )

別表 1-1

リサイクル

再生路盤材

1

2

3

4

5

6

7

業者委託

業者委託

業者委託

業者委託

業者委託

業者委託

業者委託

業者委託

業者委託

業者委託

8

中間処理

(破砕 )

再生路盤材

再生骨材

アスファルト破片
再生骨材

再生合材

中間処理

(破砕 )

がれき類
再生砕石

再生利用

中間処理

(破砕口選別)

鉱さい
中間処理

(破砕 )

ガラスくず等
マテリアル
材料日原料

中間処理

(破砕日選別)

廃プラスチック類
サーマル中間処理

(破砕日圧縮 ) マテリアル
材料日原料

金属くず
マテリアル
材料・原料

中間処理

(選別・破砕 )

(圧縮口梱包 )

改良土

として利用

中間処理

(回化 )
建設汚泥

管理型最終処分

(埋立 )

業者委託

業者委託



木くず

④産業廃棄物の一連の処理の工程

産業廃棄物の種類

業者委
9

業者委託
10

業者委託

11 建設混合廃棄物

がれき類

ガラスくず等

別表 1-2

燃料として

利用

燃料として

利用

最終処分

(埋立)

リサイクル

再生砕石

再生利用

処理方法

管理型最終処分

(埋立 )

業者委託↓

12

13

業者委託

業者委託

金属くず

廃プラスチック類

木くず

サーマル

燃料として

利用

最終処分

(埋立 )

中間処理

(破砕 )

中間処理

(破砕 )
繊維くず

中間処理

(焼却 )

マテリアル
材料口原料

中間処理

(破砕 )

中間処理

(破砕 )

中間処理

(選別 )

中間処理

(破砕日圧縮 "梱包 )

中間処理

(破砕 )

石綿含有
産業廃棄物

安定型最終処分

(埋立 )

廃電気機械器具
中間処理

破砕後コンクリート回化

廃石綿等
(飛散性 )

14
業者委託



全処理
委託量

1628.03
200.00
121.38
20_00

3474
0_00
0.00
0.00
0.00
ク00

0.00
000
3.32
1.00

0.00
0_00

0.00
000
0.00
0_00
0
0
.00

_00

0_00
000
0.00
0_00
0.00
000
0.00
0_00

0.00
000

0.00
300.00
000
3000
0.00
10_00

0.00
000
1.17

3.00
0.00
0_00

0.00
000
0.30
1.00

3.30
100
0.00
0_00

0.00
0_00
064
000
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0_00
0.00
000
0.06
0_00

1628.03
500_00
121.38
5000
3474
10_00

0.00
000
962
5.00
0.00
0_00

0.00
0.00
4.12
2_00

3.30
1.00

000
0.00
0.00
_00

064
000
0.00
0.00
0.00
000
0,00
0_00
0.00
0.00
006
0_00

刊kj∪刊.ミ】υ

56R00

自ら
埋立処分又は
海洋投棄処分
を行う量

自ら

中間処理により
減量する量

自ら
熱回収を
行う量

自ら
再生利用
を行う量

合計

排出量

1628.03
50000
121.38
50_00
34.74
10.00
0,00

0.00
9.62
5_00

0.00
0.00
0.00
0_00
4.12
2.00

3.30
1_00

0.00
0_00

0.00
000
0.64
0_00

0.00
000
0.00
0_00

0.00
000
0.00
0_00

0.06
000

上段 :令和5年度実績値
下段 :令和6年度目標値

コンクリート破片

アスファルト破片

その他のがれき

ガラスくず及び陶磁器くず

廃プラスチック類

金属くず

木くず

紙くず

建設汚泥

廃石膏ボード

繊維くず

建設混合廃棄物

石綿含有産業廃棄物

(ガラスくず及び陶磁器く

石綿含有産業庁発棄物
(廃プラスチック)

廃石綿等(飛散性 )

特別管理産業廃棄物


